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執行役員制度の導入に関するお知らせ 

 

 

 

 当社は、本日開催の取締役会において、執行役員制度の導入について決議いたしましたので、

下記の通りお知らせいたします。 

 

記 

 

1. 執行役員制度導入の目的 

当社を取り巻く環境変化や課題に迅速且つ柔軟に対応できる体制の構築と、経営に携わる人

材登用の機会を拡大することにより中長期的な経営人材の育成を図ることを目的とし、執行

役員制度を導入いたします。 

 

2. 執行役員制度の概要 

① 執行役員は、取締役会が決定した基本方針に従ってその監督の下で業務執行を担うもの

とする。 

② 執行役員の選任又は解任は、指名・報酬委員会の答申を経た取締役会決議によるものと

する。 

③ 取締役は、執行役員を兼務できるものとする。 

④ 執行役員の任期は 1 年とし、再任を妨げないものとする。 

 

3. 執行役員制度導入の時期 

2024 年 6 月 27 日 

 

4. その他 

執行役員制度導入に伴う人事につきましては、決定次第お知らせいたします。 

 

以 上 


